


序　　　文

中国は、河川管理の遅れから毎年のように水害に見舞われ、深刻な被害を受けている。さら

に、中国北部の水資源の不足、工業・生活排水による河川の水質汚染は、水資源開発、ひいて

は経済開発を妨げる要因にもなっている。このため中国政府は、水利事業を社会基盤整備の重

点分野の１つとして高いプライオリティーを与え、水利部に人材資源開発センターを設置して

質の高い水利事業従事者の育成を急いできたが、いまだ十分に対応できないのが現状である。

そこで中国政府は、河川管理の豊富な経験・技術・研修システムを持つ我が国に対して、同セ

ンターの運営・研修実施能力及び技術者の能力向上を目的とするプロジェクト方式技術協力を

要請してきた。

これを受けて国際協力事業団は、1999年（平成11年）４月４日から同13日まで、国際協力

事業団技術参与 高橋昭氏を団長とする事前調査団を派遣して、「中国・水利人材研修プロジェ

クト」の背景や要請内容の妥当性を調査し、中国側関係者と協議を行った。その結果、「水利

問題」は中国の最重要課題であり、この要請に対して我が国も早急に応えるべきであるとの報

告を得た。

本報告書は、同調査団の調査及び協議結果を取りまとめたもので、今後の技術協力実施にあ

たって、関係方面に広く活用されることを願うものである。

最後に、調査団の各位をはじめ、ご協力いただいた外務省、建設省、在中国日本大使館な

ど、内外関係各機関の方々に深く感謝するとともに、引き続き一層のご支援をお願いする次第

である。

平成11年 5月

国際協力事業団　
理事　泉　堅二郎
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第１章　事前調査団の派遣

１－１　派遣の経緯と目的

中国では、河川管理の遅れから毎年のように多くの洪水に見舞われ、深刻な被害を被ってい

る。さらに中国北部の水資源の不足は、農業用水、工業用水、生活用水の深刻な不足をもたらし

ている。このような状況に対処するため中国政府は、水利事業に高いプライオリティを置いてき

た。

こうした事情を背景に中国水利部は、水利技術の近代化のため高度な技術をもつ人材の育成を

急ぎ、1996年11月に水利部人材資源開発センターを設置したが、現状では160万人に及ぶ水利

事業従事者の研修ニーズに十分に対応できていないのが実情である。

このため中国政府は、河川管理技術に関する豊富な経験・技術・研修システムをもつ日本に対

して、同センターの運営・研修実施能力及び研修指導員の能力の向上のため、プロジェクト方式

技術協力を要請してきた。

本件事前調査は、要請背景、要請内容、プロジェクト実施体制等の確認を行い、協力の妥当性

を調査するとともに、プロジェクトの基本計画を検討することを目的に実施された。

１－２　調査団の構成

野分当担 名氏 属　　所

括総 　昭　橋高 与参術技　団業事力協際国

ムテスシ施実業事川河 一晋　谷粕 ータンセ合総報情設建本日人法団財
長部　部一第究研

画企修研 也泰　邊渡 佐補長課　課政水局川河省設建

術技川河 也徹　安岡 ータンセ究研術技発開土国人法団財
員究研任主　部一第査調

画企力協 一康　内山 部力協発開会社団業事力協際国
員職　課一第力協発開会社

訳通 子洋　藤加 ータンセ力協際国本日人法団財
員理監修研　部理監修研
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１－３　調査日程

順日 ）曜（日　月　 程行査調

１ ）日（日４月４ （田成：動移 01 ： 04 （京北→） 31 ： 52 ）

２ ）月（日５

敬表部術技学科家国国中：前午
：後午 ACIJ せ合打所務事

敬表長司司育教働労事人部利水　　　
敬表長司副司技科・作合際国部利水　　　

３ ）火（日６ 議協のとータンセ発開源資材人・司育教働労事人部利水

４ ）水（日７ 議協のとータンセ発開源資材人部利水

５ ）木（日８ 査調地現院学部幹理監電水利水京北
査調地現ータンセ修研利水河沙

６ ）金（日９ せ合打内団：前午
）討検案ツッニミ（議協のとータンセ発開源資材人：後午

７ 01 ）土（日 理整料資／せ合打内団
）国帰みの員団邊渡（

８ 11 ）日（日 理整料資／せ合打内団

９ 21 ）月（日
議協のとータンセ発開源資材人：前午

事議議協と長司育教働労事人部利水：後午 録 ツッニミ（ ）に
換交・名署　　　

01 31 ）火（日
告報館使大本日：前午

　　　 ACIJ 告報所務事
（京北：動移 51 ： 01 （田成→） 91 ： 02 ）
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１－４　主要面談者

＜中国側＞

（１）科学技術部

国際合作司　アジア・アフリカ課長 葉　冬柏

（２）水利部

国際合作・科学技術司　副司長 　建明

人事労働教育司　司長 周　保志

人事労働教育司　副司長 高　而坤

人事労働教育司水利職工教育　処長 彭　建明

人材資源開発センター　副主任 張　渝生　

人材資源開発センター　訓練部長 趙　偉　　

人材資源開発センター　項目管理部長 毛　徳海

人材資源開発センター

　　　　JICAプロジェクト弁公室　主任 章　凌

北京水利水電管理幹部学院　副院長 王　景福

北京水利水電管理幹部学院　主任 承　涛

長江水利委員会科技外事局国際合作処 袁　少軍　プロジェクトマネージャー

＜日本側＞

（１）在中国日本大使館

公使／経済部長 杉本　信行　

二等書記官 島村　喜一　

（２）JICA中国事務所

所長 松澤　憲夫　

次長 新井　明男　

所員 魚屋　将　　

所員 川角　みのり　

（３）水利部国家水害防止総指揮部指揮自動化プロジェクト

チーフアドバイザー 植田　彰　　専門家

水文専門家 山口　昌広　専門家
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第２章　要約

本件の事前調査では要請背景、要請内容、プロジェクト実施体制の確認を行い、協力の妥当性

を調査するとともに、プロジェクトの基本計画の検討を行った。

中国北部の水資源の不足、長江流域、松花江流域の洪水被害等の中国側の説明から、中国にお

ける水利事業の重要性と緊急性が十分に確認された。また、水利部は人材資源開発センターに

JICAプロジェクト弁公室を設置し、人員を配置してプロジェクト実施準備を行っており、今回

の事前調査団受入れにあたっても非常に積極的な対応をみせ、中国側の本プロジェクトに対する

期待の大きさが感じられた。

本件事前調査の中国側との協議では、プロジェクトの目標を「中国水利部が実施する研修事業

が改善される」こととし、①研修教材の整備、②研修を実施する人材の質の向上、③研修機材の

整備、を通じた研修事業の改善をめざすことで合意した。

また、協力対象分野としては、①水資源管理、②工事管理、③水土保持（砂防）、④研修管理

の４分野の要望があり、４分野の詳細については帰国後日本国内の関係者と調整し、短期調査で

協議していくこととした。

今後、できるだけ早期に短期調査員を派遣し（1999年９月頃を目処）、プロジェクトの基本計

画、投入計画等のプロジェクトデザインの詳細を詰め、可能な限り早く実施協議を実施すること

が望ましいと思われる。
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第３章　要請の背景

中国では、毎年のように洪水災害や旱魃が頻発し、深刻な被害を受けている。例えば1998年

の長江流域と松花江流域の大洪水では死者4,150人、被災者延べ１億8,000万人、被害総額2,550

億元（約３兆5,000億円相当）にのぼる甚大な被害を受けた。また、中国北部の水資源の不足、

渇水による干害も大変深刻で農業用水、生活用水、工業用水の不足による経済的な打撃は計り知

れない。さらに水質汚染、水環境の悪化、土砂流出といった問題も深刻である。

このような深刻な状況を重くみた中国政府は、水利事業をエネルギーと交通通信と並ぶインフ

ラストラクチャー整備３大重点分野の１つにあげ、その中でも水利事業を最優先分野に位置づけ

ている。共産党中央、国務院も、水利事業を重視しており、国も地方政府も全国各地の水資源開

発、災害復興、河川整備等の水利事業基盤整備に積極的に取り組んでいる。

中国政府は、水利事業の向上・発展のためには質の高い水利事業従事者の育成が重要であると

の認識の上に立っている。しかし、水利分野の人材育成の現状は水利事業のニーズに対応しきれ

ず、水利事業基盤整備において求められている中・高レベルの専門技術を持った人材の育成が十

分になされていない。

こういった背景のもとに、水利事業従事者の人材育成能力（研修実施能力）の向上に係る技術

協力の要請が我が国になされた。



－ 6－

第４章　協力分野の現状と問題点

４－１　中国水利の現状と問題点

ここ数十年の努力によって、中国の水利事業は大きな成果を上げてきている。全中国で累計約

25万km余りの堤防の修築・補強を行い、ダムを８万余り築造した。大河川における洪水防御対

策を実施し、年間5,600億m3余りの給水能力を確保し、灌漑面積は1,600万ヘクタールから5,300

万ヘクタールに拡張し、整備した土砂流出防止面積は78万 km2に達している。

しかし、中国は国土の３分の２という広い地域に規模と形態は異なるが、洪水被害が存在して

おり、その頻度と程度は世界でも際立っている。洪水災害に対する防御能力は低く、治水安全度

は平均的に低い。10年確率という黄河の治水安全度をはじめ、大きな河川や湖沼の治水安全度

はほとんど10～20年確率の規模しかない。全国670の都市のうち、洪水防御の責務を有する639

の都市の85％は洪水防御の計画規模が50年に１回未満である。

また、洪水防御施設の老朽化は大きな問題であり、全国8万6,000箇所のダムの３分の１は未

改修のまま運用されている。

このように、水利事業はまだ国民経済と社会発展の基盤としてのニーズに十分に対応しきれて

いる状況ではなく、以下のような現状に置かれている。

（１）治水

洪水防御施設の整備水準はいまだ低く、経済発展と社会安定にとって大きな脅威となってい

る。1990年代には既に５回の大洪水が発生し、約9,000億人民元（約13兆5,000億円相当）の

経済損失が発生している。特に1998年に発生した長江、松花江等の洪水においては、堤防の

脆弱さや湖沼等の宅地化・農地化による洪水調節能力の低下、河川の蛇行のショートカットに

よる洪水の流下速度と流下量の増加などの弱点が露呈した。

（２）水資源開発

中国の水資源総賦存量は2.8兆m3で世界第６位である。しかし、一人当たりの一年間の水使

用量は2,300m3と、世界平均の４分の１、世界第121位にとどまり、中国は13大水欠乏国家の

１つである。

水資源分布は、南部・東部で多く、北部・西部で少ない。また、人口、耕作地、資源の分布

の不整合がある。また、長江以北の河川流域面積の合計は国土の63.5％を占めるが、水量では

19％、西北内陸地域（国土の35.3％）の水資源はわずか4.6％となっている。中国は季節風の

影響が大きく、ほとんどの流域で年間雨量の70％近くが洪水期４か月間に集中している。

耕地の旱魃被害面積は、70年代の1,100万ヘクタールから90年代の2,650万ヘクタールへと
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増加している。農村では、3,000万人以上の農民と数千万頭の家畜が年間を通じて飲み水に困

窮している。全国670の都市のうち、400程は都市用水が不足している状況にある。

（３）水環境

汚水排水量は1980年の310万m3余りから1997年の584万m3へと増加している。現在、全

国の汚水排出量の70～80％は未処理のまま排出され、河川や湖沼など水源の汚染が拡大して

いる。現在、河川総延長の46.5％が汚染されている。また、90％以上の都市では水源地が汚染

され、86％の都市河川は水質汚染が基準値を超えており、50％の地下水や湖沼でも汚染されて

いる。

（４）土砂（水土）流出：土砂管理

土砂（水土）流出面積は367万km2に達し、国土の38％を占める。黄河は土砂流出により河

床が上昇し、1990年代以降毎年平均107日間流水が覆没する区間が生じている（水土流出によ

り取水地点の河床が上昇し、それより下流に水が流れにくくなるということ）。

（５）施工管理

現在は、計画経済体制時代の管理方法から市場経済体制の管理方法への転換時期にあり、プ

ロジェクトのフィージビリティ調査（Ｆ／Ｓ）段階の工事コストの積算方法や建設費だけでな

く、工事管理や金融コストも含めた積算システムの確立が求められている。市場経済下におけ

る中国の施工は、投資家（発注者／事業者）、施工管理者（監督者）、施工業者の３者による工

事が進められており、日本とは制度が異なるが業者との契約制度（システム・手続き）の確立

や工事コストの積算方法の最適化（合理的・客観化）が求められている。

４－２　中国水利分野における既存の研修機関とその主な活動状況

（１）水利部人材資源開発センター

１）組織の概要

水利部は1997年を「水利人材開発年」と位置づけ、汪恕誠水利部長は水利事業における

人材育成の重要性について繰り返し強調している。人材資源開発センターは1996年11月、

水利人材研修に資する人材育成管理者と中堅専門教師を養成することを目的に、水利部人事

労働教育司の外局として設置された。

人材育成のための研修センターや研修制度は、水利部内や地方自治体の水利部門、学歴教

育（大学、短大、専門学校等）において実施されてきているが、教材や器材、さらには中堅

専門教師の不足、人材育成計画が十分に練られていないことが実態のようである。また、
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1990年代以降多発している旱魃被害や洪水被害を踏まえ、国家としても水利事業の拡充は

最重要事項との認識があり、そのための人材育成は急務と位置づけられている。したがっ

て、1998年の機構改革においてもセンターの予算や人員を削減するのではなく、大幅に増

加させた（他の部局で大幅なリストラが実行されているなかで、センターの人員は1997年

の５人から1998年は20人に増加した）。

組織は、事務方を中心に20人で構成されており、研修企画や教材開発のマネージメント

の他、必要に応じセンター職員が講師となることもある。

２）国家開発計画における位置づけ

1998年６月、科学技術部は「国科外字1998第159文」において、人材資源開発センター

のプロジェクトがJICA技術協力の１つであることを明確にした。この文書においては、こ

のプロジェクトの実施が非常に緊急かつ重要であり、中国の農林水産業全体開発計画の中で

重要な地位を占めると指摘している。

（２）水利関連人材養成機関

水利関連の人材養成機関は、①水利部系統、②地方の水利部門、③水利部門以外の３つのカ

テゴリーに分けられる。内訳は表１のとおりである。
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４－３　中国水利分野における研修の問題点

（１）水利事業従事者の現状

水利事業はその任務が重く、環境が悪く、困難が多いうえ、従業者が再教育を受ける機会も

少ないため、水利事業にかかわる人材は全体的に素養が低く、特に以下のような問題がある。

１） 全体からみて従事者の教育レベルが低く、水利事業に従事する160万人のうち、短大卒

以上の割合も高卒の割合も全国の労働者（農業従事者を除く）平均を下回り、中卒及びこ

れ以下の割合が高くなっている。また、大卒以上の教育を受けた者の割合及び従事者の平

均学校教育年数も全国平均を下回っている。

２） 水利事業従事者の知識、年齢、職称（国家認定の研究・技術資格）等の構造が合理的で

はなく、専門技術者層は知識の更新を迫られている。若手の技術者が少なく、職称の構成

が不合理であり、高学位、高学歴の技術者が少なすぎる。特に、今世紀末までに多くの高

等専門技術者が退職すると、高技術者層の不足が生じる可能性がある。

３） 最新の科学技術、管理技術を身につけた高い能力をもつ管理者が少ない。

４） 水利事業に従事する76.8万人の技術者は、全体に技術レベルが低く、高い技術をもつ者

の割合が低い。

５） 人材の配置が不均等で、全体的にみると経済が発達した地域に優秀な人材が集中し、経

済が未発達な中西部には人材が不足している。また、オフィスで仕事をする機関には人材

が集中するが、下部の水利部門には人材が不足している。

（２）水利関係者の人材研修計画

水利関係者の教育レベルと総合的な質を向上させるため、「水利部の科学教育による水利振

興戦略についての決定」で、1996年から2000年の間に水利関係者全体で200万人回の研修を

実施することが求められている。この研修目標を達成するため、水利部と地方の水利部門は水

利人材開発への投資を増加させた。水利関係者の人材養成計画の概要は以下のとおり。

１） 全面的に水利関係者の教育レベルと総合的な質を向上させる。計画的かつ期限付きで在

職者の職業道徳、技術レベルを向上させ、全業界で中等専門学校以上の教育技術レベルを

もつ職員の比率を35％に引き上げる。

２） 高レベルの管理幹部と技術幹部を養成する。2010年までに世界の新技術に挑戦できる構

造合理的で高レベルの科学技術幹部を養成し、国際的にも国内的にも先進的な学術技術的

権威と比較的高い学術技術レベルを有する専門家を養成するとともに、経営に通じ管理が

でき、競争意識が強い管理幹部を養成しなければならない。「第９次５カ年計画」期間中

（1996～2000年）に重点的に大卒以上の学歴を有し、実務経験を持つ企業管理者にふさわ

しい資質を有する中級管理者を1,000人、MBAをもつ高級管理者を100人養成する。



－ 11－

３） 質の高い技能人材を養成する。「第９次５カ年計画」期間中に水利関係の各業種の高級

技能工の比率を27.3％に、技師を２％、高級技師を0.15％に引き上げ、技能者における中

級以上の労働者の割合を60～70％とする。2010年までに新入職員、転職者及び在職技能

者研修を行い、すべての職員が職業技術検定に参加することにより技能者の数を合理的な

割合まで引き上げる。さらに重点的に国際的な実力をもつ技能者を10人、全国レベルの

知名度の高い技能者を100人、省（地方）レベルの知名度の高い技能者を1,000人養成す

る。

（３）中国水利分野における研修の問題点

１） 高等教育機関の主な養成対象は全国の高等学校卒業生であり、学歴を取得できる普通高

等教育を行っているが、水利分野の労働条件が相対的に厳しいため、相当数の水利専攻の

卒業生が水利分野以外の業種に就職している。

２） 水利部系統の地方水利学校及び職業技術学校は、水利労働者を養成の対象としている。

（学歴教育機関ではない）これらの研修機関は、100万人余りにのぼる水利分野の労働者

が低学歴で、かなりの者が小学校卒業程度であり、なかには文盲や半文盲の者さえいると

いう状況にかんがみて設置されたものである。教育の主な目的は、職員・労働者の教育レ

ベルの向上と技術者の養成にある。

３） 現在、水利分野の職員・労働者養成の任務は主に、国・地方政府の各研修センターが担っ

ている。しかし、これらの研修センターの教育・企画職員は系統的な専門知識の教育を受

けていないために、実務能力に欠ける。また人材計画と人材養成レベルが低く、系統的な

教材が不足しており、特に教師が不足しているために、これらの研修センターは要請の規

模や質の面で水利の発展のニーズに応えることが難しい状況にある。

なお、水利部人材資源開発センターは上記の問題点を克服することを目的に、水利部人

事教育労働司の指導のもと、水利人材の系統的な要請計画の策定、教材やカリキュラムの

開発、水利分野の養成機関に対する業務指導、質の高い中堅実務者や教師の養成、水利事

業のための中・高級管理者や技術者の養成等のために、1996年 11月に設置された。

人材資源開発センターは、水利分野の研修機関の基幹組織並びにモデルとしての役割を

担っている。

４－４　機構改革の水利部への影響

（１）機構改革による水利部組織・人員への影響

1998年の国務院の機構改革により、水利部本省の組織及び人員は下記のとおり変更があっ

た。水利部の人員の39％が削減されたが、他の政府機関は原則50％の削減であることを考慮
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すると、水利部は比較的人員削減の影響を受けていない。水利部の中では水資源管理、水土保

全、節水管理の分野では機能が強化された。

１）水利部の司局の数：17→13（基幹司局：13→ 10）

２）水利部の人員：365人→220人

３）水利部人事労働教育司の人員：43人→23人

（２）機構改革による水利部事業部門への影響

中国政府の基本方針として、教育部門など一部の部門を除いては予算を毎年３分の１ずつ削

減し、３年間で独立採算とする計画がある。しかし、具体的な実施方法は決定されていない。

水利部は、企業化（民営化）できる部門はできるだけ早期に企業化し、社会化（一般向けに

サービスを提供し収入を得ること）できる部門は社会化によって収入を得て独立採算とし、政

府機関の機能として必要な部門は残すことを基本方針としている。人材資源開発センターや流

域機構は国の財政から一定の支出が手当され、政府機関の一部門として残ることとなった。

（３）機構改革による人材養成機構への影響

水利分野の学歴教育（学校教育）に従事する大学、専門学校は政府の方針により教育部（日

本の文部省にあたる）や地方政府教育部門に移管される。ただし、一部の特殊な分野の学校や

地方政府管理に適していない学校は、これまでどおりに水利部の管理下に置かれるか、共同運

営となる。水利分野では、河海大学、華北水利水電学院、北京水利水電管理幹部学院、南昌水

利水電専科学校は、これまでどおり水利部直轄とし、経費は主管部門から支出される。

水利部の研修機関のうち非学歴教育（在職者研修）を実施している研修機関は、水利部人事

労働教育司が直轄管理して人材資源開発センターが実施指導し、経費は主管部門から手当され

る。
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第５章　要請の内容

中国側から1997年８月に提出された正式要請書によれば、要請の内容は以下のとおりであ

る。

（１）プロジェクト目標：人材育成・訓練のための指導員の養成

（２）プロジェクト活動

１）河川行政管理人材（幹部、専門技術者）の育成

２）個別技術研修（探査測量、企画、設計、施工、施設管理、工事監理、水資源管理、流域

管理、洪水防御などの指導員を養成）

３）セミナー開催

４）研究活動（日本及びその他諸外国の河川管理技術及び制度を中国へ移植するための研

究）

（３）日本側投入

１）長期専門家：３人（リーダー、研修企画、業務調整員）

短期専門家：25人（水利工事管理及び監理、水資源総合開発と管理、洪水防御技術、水

 文観測技術、河川計画、ダム設計、砂防など）

２）研修員受入：25人（洪水予報システム、工事工程管理、水資源の開発・保全・管理、水

利に関する法律・制度）

３）機材供与：視聴覚機材、情報処理機材、通信機器、事務機器、車両
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第６章　日本の他の協力との関連

水利部に対する日本の協力の現状は表２のとおりである。そのうち、中国国家水害防止総指揮

部指揮自動化システムプロジェクトと無償資金協力の案件は、本件プロジェクトと一部関係する

可能性がある。連携の可能性については、短期調査時の協力対象分野の絞り込みの際に併せて検

討することとする。

他方、灌漑排水プロジェクトと植林（予備調査）プロジェクトは、本件プロジェクトとは直接

は関係しないことが確認された。

表２　水利部にかかる日本の協力

名件案 容内力協 連関のとトクェジロプ件本

揮指部揮指総止防害水家国国中
力協発開会社（ムテスシ化動自

）部
3991 年6月1 ～日 0002 年5月 13 日

、しだた（ 8991 年6月1 はらか日
）プッアーロォフ

③、信通気電②、測予水洪①・
の理処報情 3 。力協野分

揮指総止防害水家国・部利水・
。部

成のトクェジロプ止防害水
プ件本を等及普・介紹の果
行で修研の中のトクェジロ
し討検を性能可たっいとう

。いた

セ修研発開術技水排漑灌・国中
）部力協発開業農（ータン

3991 年6月 01 ～日 0002 年6月9日
、しだた（ 8991 年6月 01 らか日

）プッアーロォフは

水②、発開の術技水排漑灌①・
基計設画計③、発開の術技理管
⑤、発開ムテスシ④、発開の準

。施実のスーコ修研
・ 。関機施実が司利水村農部利水

協たし化特に利水の野分業農・
。力

灌、はでトクェジロプ件本
直、めたいなしと象対は漑

だた。い簿は係関な的接
職の野分漑灌の部利水、し
のトクェジロプ件本、が員
るす加参にーナミセ・修研

。るあは性能可たっいと

管政行利水国中「修研設特別国
」スーコ理

成平（ 6 成平～度年 01 ）度年

人るわ携に埋管政行の部利水・
。修研設特の象対材

・5 成平、し施実りたわに間年
01 。たし了終で度年

ェジロプ件本、が的目修研
講、めたい近と的目のトク
考参を価評の修研や容内義

。いたしと

機援支策対水洪「力協金資償無
」材

：遣派団査調（ 9991 年1 ）月

機用事工強補防堤（材機設建・
。与供の板矢鋼び及）材
。域流江長省北湖は象対・

技強補防堤たい用を板矢鋼
る係に術技強補防堤の等術
ジロプ件本を修研のトフソ
検もとこるす施実でトクェ

。いたし討

査調備予力協林植国中
：遣派団査調（ 9991 年3 ）月

局業林家国：関機施実側国中＊

・ トクェジロプ 協術技式方 ・力 植
。査調備予る係に償無林

植・林森の域流上河黄と江長・
。たし査調を況状の林

めたの全保源資水・策対水洪・
ういとるあで要重が護保林森に

。るあに景背が識認の側国中

係関接直はと業事の部利水
。たし明判がとこいなし
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第７章　第三国（国際機関を含む）の協力概要

水利部に対しては、世界銀行、アジア開発銀行、カナダ、オランダ、フランス、韓国等の協力

が行われているが、本件プロジェクトのように人材育成に焦点をあてた協力は行われていない。

これら他の援助国（機関）の協力で、本件プロジェクトと重複する案件や本件プロジェクトと連

携できる案件はないと判断される。
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第８章　プロジェクト協力の基本計画

８－１　協力の目的及び方針

（１）協力の目的

協力の目的は水利部の研修事業の改善とし、研修教材の作成、研修指導を行う人材の養成へ

の協力を実施することで合意した。

（２）協力の方針

１） 協力の方針としては、人材資源開発センターの能力強化・組織強化よりも水利部全体の

研修事業の改善に重点を置き、波及効果の高いプロジェクトをめざす。

２）教材作成等の成果が具体的に形に残る協力を重視する。

３）本件プロジェクトの研修実施（2,000人／５年間）の主体はあくまで中国側であり、日

本側はその一部を支援するというスタンスで協力する。

８－２　プロジェクト協力の基本計画にかかる合意事項

協議の結果、プロジェクト協力の基本計画について下記のとおり合意し、協議議事録（ミニッ

ツ）の署名をもって確認した。

なお、今回の事前調査では協力要請範囲が幅広く、協力対象分野の絞り込みができなかったこ

ともあり、プロジェクトの活動、日本側の具体的な投入計画（専門家派遣、研修員受入、機材供

与等）については確定していない。協力対象分野、プロジェクトの具体的活動、投入計画等の詳

細については、短期調査時に協議することで合意した。

（１）プロジェクト名称：中国・水利人材研修プロジェクト

正式要請書の名称「中国・水利部人材開発センタープロジェクト」から「中国・水利人材研

修プロジェクト」に変更する方向で検討することに合意した。名称変更の理由は、本プロジェ

クトは人材開発センターという組織を強化することを目的として実施するというよりは、同セ

ンターを核として中国における水利事業に従事する人材を育成することを目的とするとの考え

に基づき、プロジェクト名称についてもその案件目的を表わすものにすることが望ましいとの

判断による。

（２）プロジェクト所管機関：中国水利部人事労働教育司、国際合作・科学技術司

本件プロジェクト実施に責任をもつ所管機関は、中国側の強い要望で人事労働教育司と国際

合作・科学技術司の２つの司とすることとなった。
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（３）プロジェクト実施機関：中国水利部人材資源開発センター

（４）プロジェクトの上位目標：中国の水利事業従事者の知識・技術が向上する

（５）プロジェクトの目標：中国水利部が実施する研修事業が改善される

（６）プロジェクトの成果：①　水利部が実施する研修の教材が整備される

②　水利部で研修を実施する人材の質が向上する

③　水利部人材資源開発センターの研修機材が整備される

（７）プロジェクトの協力期間：５年間

８－３　協力の範囲

（１）中国側からは協力対象分野として、水資源管理、工事管理、水土保全管理（砂防）、研修

管理の４分野が要請された（４分野の詳細は８－４節参照）。1999年９月頃に予定している

短期調査までに日本側で具体的にどの分野に協力できるかを検討し、短期調査で中国側と協

議する必要がある。

（２）プロジェクトの実施機関は水利部人材資源開発センターとしたが、協力対象分野の専門

技術者は同センターにはあまりいないため、水利部の他司局（政策法規司、建設管理司、水

資源水文司、水土保持司）、研究所、研修施設、流域委員会の技術者・研修指導員等もカウ

ンターパートに含めることとした。

（３）中国側は、本件プロジェクトの協力期間中（５年間）に2,000人に研修を受講させる計

画であるが、研修実施の主体はあくまで中国側であり、日本側はその一部を支援するという

スタンスで協力する。特に研修受講者の旅費や日当までは、日本側で負担しないことを中国

側に説明した。短期調査や実施協議調査の際にも重ねて、この点を中国側に説明して明確に

する必要がある。

８－４　協力内容及び協力方法

今回の協議において中国側からは水利事業全般にわたり、研修を通じた技術協力を要請された

が、限られた予算・期間・人材のなかでの協力とならざるを得ないことを勘案して、中国側は以

下の４分野の協力を重点項目として提案・要請している。
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個々の協力細目の研修期間は、７日～15日間程度を想定している。

ただし、これらの項目（細目や想定科目）については、中国側の重要度の認識に基づくもので

あり、日本側の事情を勘案したものではないので、日本側の技術分野や人材等の状況により、対

象分野を変更することは可能である（打合せにおいて中国側と了解済み）。

また、細目（研修科目）については、同じ漢字を用いているが意味合いや用法が異なる場合も

あり、内容についての十分な確認を行うには時間が不足していることや、相手方に水利部内の他

部局（水資源水文司、建設管理司、水土保持司）の専門技術者が必要なこともあり、人材資源開

発センターの研修担当だけでは詳細内容を理解するには至らなかった。

いずれにせよ、中国側が希望していることは、以下の４分野において細目のいかんにかかわら

ず日本で実施している政策や計画、システム、基準・制度が中国の参考になるので、これらにつ

いて技術移転の対象としてほしいということである。

しかし、その内容については直接役に立つものもあれば、中国の社会システムや歴史的経緯を

踏まえて、日本のやり方を参考に技術開発（アレンジメント研究）して移転・普及するものもあ

ると思われるので、次回調査においては具体的な内容について、日中の専門技術者間で詰める必

要があるし、そのためには日中双方で、要請されている以下の４分野の現状について理解し合う

ための事前資料の準備が必要と思われる。

①　水資源管理（水資源開発と有効利用、渇水対策）

②　工事管理（施工管理、積算システム、契約制度）

③　水土保全（土砂流出の実態把握手法と対策）

④　研修管理（研修企画、研修教材の作成）

以下、４項目分野において要請されている協力細目を記載する。

８－４－１　水資源管理（水資源開発と有効利用、渇水対策）

水資源管理において要請されている協力細目は下記のとおりである。

（１）水資源の持続可能な開発と利用（水資源計画）

日本で策定・実施されている水資源開発や水供給の考え方、計画論、施策に関する項目

１）想定される主な研修科目

①　水資源開発と経済政策の関係

②　水資源計画作成の根拠と方法

③　水資源評価と指標体系の構築（中国でも1998年から水資源白書を作成しており、そ

のためのデータづくりが重要になっている）

④　水資源の持続可能な利用対策
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⑤　海水、都市雨水と下水処理水の再利用（中間水の有効利用）

２）想定される主な研修対象者

水利部の本部と直轄機構、地方自治体水利部門における水資源管理担当の中堅技術者、科

学研究院の関係研究者、大学教師、大学本科以上の学歴があり、５年間以上関係業務に従事

した者、中級以上の肩書きのある者。

（２）水資源の最適化配置（日々の低水管理技術）

水需要が逼迫している河川における365日の日々の低水管理に関する項目（日々の流出、貯

水量、取水需要等の予測と水供給技術；利根川等の統合管理事務所での低水管理を参考）。

１）想定される主な研修科目

①　区分別水資源の最適化配置

②　用水指標配分の方法と原則

③　都市と工業短期用水の予測方法、手順

④　翌年流入量の予測方法

２）想定される主な研修対象者

水利部の本部と直轄機構、地方自治体水利部門における水資源管理担当の中堅技術者、科

学研究院の関係研究者、大学教師、大学本科以上の学歴があり、５年間以上関係業務に従事

した者、中級以上の肩書きのある者。

（３）節水（節水・渇水対策）

水資源の有効利用に資する節水技術や渇水対策に関する項目

１）想定される主な研修科目

①　水収支の計測技術

②　節水方法と合理化用水解析

③　節水と給水の経済性解析

④　節水の経済的、行政的、技術的対策

２）想定される主な研修対象者

水利部の本部と直轄機構、地方自治体水利部門における水資源管理担当の中堅技術者、科

学研究院の関係研究者、大学教師、大学本科以上の学歴があり、５年間以上関係業務に従事

した者、中級以上の肩書きのある者。
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（４）ダムの最適化運営管理（上流ダム群の統合管理）

上流ダム群の統合運用に関するシステム・制度、運用の考え方に関する項目〔上記（３）の

項目と関連性が大きい〕。

１）想定される主な研修科目

①　洪水調節の原則と組織体系

②　ダムの安全計測システムの構成（漏水や堤体の歪計、耐震計）

③　ダム調節運用指標の決定方法

④　ダムと下流治水施設システムとの連合運用

⑤　ダム群の最適化調節

２）想定される主な研修対象者

水利部の本部と直轄機構、地方自治体水利部門におけるダム調節担当の管理者と技術者、

短大以上の学歴があり、２年間以上関係業務に従事した者。

８－４－２　工事管理（施工管理、積算システム、契約制度）

中国では、市場経済への転換期にあたり手抜き工事が社会問題化している。その対応策とし

て、施工管理に関する技術や契約制度の充実に関する項目。

（１）工事コストの管理（契約制度・積算システム）

１）想定される主な研修科目

①　工事コストの事前コントロールと予測（プロジェクトのフィージビリティ調査段階で

の積算システム）

②　工事請負発注金額の決定

③　工事実施段階の投資管理（中国では、投資家：発注者、施工管理者：監督者、施工業

者の３者間の契約制度と役割分担がある。日本の役割分担・契約制度とは異なり、直接

活用はできないが、参考にしたいとの趣旨）

④　工事実際コストの計算と評価

２）想定される主な研修対象者

水利部の本部と直轄機構、地方自治体水利部門における水利工事建設管理担当者と技術者、

大学本科以上の学歴があり、２年間以上関係業務に従事した者。

（２）工事建設の監理（施工監理）

１）想定される主な研修科目

①　施工ネットワーク計画技術（工事関係者の施工計画・工程管理）

②　工事建設の各段階の品質管理
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③　工事品質の評定と竣工検査

④　契約管理方法

⑤　工事投資と工期のコントロール

２）想定される主な研修対象者

水利部の本部と直轄機構、地方自治体水利部門における水利工事建設管理担当者と技術

者、２年間以上関係業務に従事した者、中級以上の肩書きのある者。

８－４－３　水土保全（土砂流出の実態把握手法と対策）

（１）リモートセンシング技術の水土保全モニタリングへの応用（広大な国土を有する中国全

土の土砂流出の現状把握のためのリモートセンシング技術の活用方策・技術）

１）想定される主な研修科目

①　リモートセンシング技術

②　コンピュータによる画像処理

③　陸地衛星システム（SPOT衛星）による水土保全評価

④　リモートセンシングと区域の総合解析

⑤　日本のリモートセンシング地学解析と応用

２）想定される主な研修対象者

水利部の水土保全モニタリング部門、７つの流域機構及び地方自治体水利部門における水

土保全担当の中堅技術者、科学研究機構の関係人員と大学の教師、短大以上の学歴がある

者、２年間以上関係業務に従事した者。

（２）水土流出整備技術（土砂流出対策）

１）想定される主な研修科目

①　水土流出整備の主な工事対策

②　土石流の予警報技術

③　土石流強度分類体系

④　土石流危害評価

２）想定される主な研修対象者

水利部の水土保全モニタリング部門、７つの流域機構及び地方自治体水利部門における水

土保全担当の中堅技術者、科学研究機構の関係人員、短大以上の学歴がある者、２年間以上

関係業務に従事した者。
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８－４－４　研修管理（研修企画、研修教材の作成）

本プロジェクトの窓口機関である人材資源開発センターが直接実施する項目（他の項目は、

各専門分野の専門家が実施し、人材資源開発センターは窓口機関でしかないが、本項目はセン

ターが直接技術移転を受ける項目となる）。

（１）職員研修の政策、理論、技術

１）想定される主な研修科目

①　日本の職員教育研修政策（建設省、公団、自治体等）

②　建設省の管理職と専門技術ポストの研修制度、内容

③　研修計画の作成方法

④　成人教育研修の基本原理（社会人研修・教育）

⑤　研修需給調査手法と研修目標の決定方法

⑥　研修コースの設計と教学方法

２）想定される主な研修対象者

水利部の本部と直轄機構、地方自治体水利部門における人事教育研修担当の管理者と中堅

教師、短大以上の学歴がある者、２年間以上関係業務に従事した者。

（２）研修機構の管理

１）想定される主な研修科目

①　人材研修情報システムの構築と管理

②　研修機構の組織構造と運営方法

③　研修機構発展の模式と戦略

④　研修資格と証書の管理方法

⑤　研修品質の管理と監督

２）想定される主な研修対象者

水利部の本部と直轄機構、地方自治体水利部門における人事教育研修担当の課長級以上の

管理者と中級肩書き以上の教師。
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第９章　相手国のプロジェクト実施体制

９－１　プロジェクトの予算措置

人材資源開発センターの予算の出所は下記のとおりである。財政支出の削減が進んでいる中国

にあっては、人材資源開発センターは優遇されている。プロジェクト実施に必要な予算措置は期

待できる。

①　人材資源開発センターの運営費用は、基本的に国家財政から支出される。行政機関の多く

が予算を自ら稼ぐ必要に迫られているが、同センターの場合は国の財政支出で予算が賄われ

ている。

②　特定の活動（事業実施）の経費は、水利部の事業費から支出される。

③　人材資源開発センターは、人材測定評価（技能検定証明書の発給収入）、人事代理（中国

独特の人事機能のアウトソーシング）による独自の収入源も持っている。

④　プロジェクトのための専用の予算も水利部で用意できる見込み。

⑤　プロジェクトがスタートすれば、科学技術部国際合作司のプロジェクトのカウンターファ

ンドもつく見込みである。

［中国側予算計画］

　カウンターパート人件費 144万元／年

　事務費（電気、通信、交通等）   60万元／年

　機材維持管理・運営・輸送費   40万元／年

　機材費（購入）   20万元／年

　中国国内の研修費   20万元／年

284万元／年（施設の建設・改修費は除く）

＊１元＝約15円（1999年４月の換金レート）

９－２　カウンターパートの配置計画

プロジェクト実施機関の人材資源開発センターには20人の職員がいる。20人の職員の全員が

大学卒業以上の学歴を有している。同センターには総合管理課、研修課、情報課、評価・検定室

の他に、JICAプロジェクト実施のための「JICAプロジェクト弁公室」が設置されている。また、

プロジェクト実施にあたって、日本人専門家の通訳となる人員も配置されている。

同センターの人員の大半は、河川技術等の専門技術者ではなく、事務系の職員である。した

がって、水資源管理、工事管理、水土保持の専門分野については、すべて外部の研究機関・大
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学・水利部の他司局から研修講師を招いて研修を実施している。そのため、本件プロジェクトの

水資源管理、工事管理、水土保持分野で日本人専門家のカウンターパートとなる人員は、水利部

の研究所、研修実施機関、流域委員会等から10人程選ばれる見込みである。

＊カウンターパートの氏名、専門分野、肩書（資格）、業務内容の詳細については、71ペー

ジ参照。
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第10章　技術協力の妥当性

（１）技術協力のニーズ・緊急性にかかる妥当性

中国北部の水資源の不足、長江流域、松花江流域の洪水等、毎年甚大な被害が出ており、中

国における水利事業の重要性と緊急性は非常に高い。国も地方政府も水資源開発、災害復興、

河川整備等の水利事業基盤整備に積極的に取り組んでおり、水利分野の人材育成を目的とする

本件プロジェクトに対する中国側の期待は大きい。したがって、技術協力のニーズ・緊急性の

観点から判断して、本件プロジェクト実施の妥当性は高いと判断される。

（２）技術的妥当性

水利事業の向上・発展のためには質の高い水利事業従事者の育成が重要である。しかし、水

利分野の人材育成の現状はニーズに対応しきれず、水利事業基盤整備において求められている

中・高レベルの専門技術をもった人材の育成が十分になされていない。

中国側からは水利事業全般にわたり、研修を通じた技術協力を要請されているが、限られた

予算・期間・人材のなかでの協力とならざるを得ないことを勘案して、中国側は以下の４分野

を項目として提案・要請している。日本で実施している政策や計画、システム、基準・制度が

中国の参考になるので、これら４分野について技術移転の対象としてほしいということであ

る。しかし、その内容については、直接役に立つものもあれば、中国の社会システムや歴史的

経緯を踏まえて、日本のやり方を参考に技術開発（アレンジメント研究）して移転・普及する

ものもあると思われるので、次回調査においては、具体的な内容について、日中の専門技術者

間で詰める必要がある。

①　水資源管理（水資源開発と有効利用、渇水対策）

②　工事管理（施工管理、積算システム、契約制度）

③　水土保全（土砂流出の実態把握手法と対策）

④　研修管理（研修企画、研修教材の作成）

（３）中国側実施体制

本件プロジェクトについては、人材資源開発センターを中心に水利部をあげて取り組んでお

り、関係機関の十分な支援が期待できる。また、人材資源開発センターは水利部の人材育成・

研修実施の中枢を占める機関であるため、同センターから下部組織への協力成果の波及効果も

十分に期待できる。

本件プロジェクトのカウンターパートには質の高い人材が配置され、予算措置、施設、通訳

の面でも、プロジェクト実施に必要な手当が中国側によりなされる計画である。
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第11章　協力実施にあたっての留意事項

（１）協力分野の早期検討

今回の事前調査の実施に際して、中国水利部、科学技術部、人材資源開発センター等の各機

関からは、このプロジェクトの早期実施に対する強い要望が出された。

これまで、中国側のこのプロジェクトに期待する協力分野は広範にわたり、内容的にもあい

まいであったが、今回の事前調査を通じて第10章（２）に述べたとおり以下の４つの分野に

明確化された。

①　水資源管理（水資源開発と有効利用、渇水対策）

②　工事管理（施工管理、積算システム、契約制度）

③　水土保全（土砂流出の実態把握手法と対策）

④　研修管理（研修企画、研修運営）

したがって、これを受けて、今後の短期調査、実施計画調査を早期に円滑に実施するため

に、日本として協力の可否について可能な限り早急に検討する必要がある。

（２）支援体制

このプロジェクトを円滑に実施し、その目的を達成するためには、日本国内の事例や技術情

報の収集整理や中国側研修生の受入れ等、国内の支援体制が不可欠であり、国内委員会等の組

織の整備と予算措置が必要である。

また、仮に今回中国側から提案された協力分野・内容でプロジェクトを実施するとした場

合、長期専門家としてリーダーを含め５人程度の人員が必要と考えるが、リモートセンシング

や研修理論等の専門分野については、適宣短期専門家を派遣する必要がある。

今後、協力分野・内容の検討や派遣される長期専門家の人選に併せて、短期専門家の分野、

人数、時期、期間等について検討する必要がある。

（３）技術移転・普及のための研究プロセスの必要性

中国側は、日本で実施している政策や制度、システム、基準等について中国の参考となるよ

うに技術移転を希望している。

しかし、その内容については、そのまま直接役に立つものもあれば、中国の社会システムや

歴史・文化を踏まえて日本のやり方を参考に技術開発（アレンジメント研究）して移転・普及

するものもある。

今後、この技術開発・研究プロセスの具体的内容について明らかにするために、双方の社会

システム等について紹介し合い、相互理解をすすめる「場」を用意する必要がある。協力分野
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のそれぞれの現場の状況を相互に視察し、共通認識のもとに検討することが重要である。

また、プロジェクトの実施に際して、技術開発・研究プロセスの内容によっては、人材育成

の前にそのプロセスを集中して設定することが必要となる場合もある。このため、技術開発・

研究プロセスをどのようにすすめるか、またそのための措置について検討しておく必要があ

る。具体的には、専門家のリクルートや研修員受入れだけでなく、技術開発・研究プロセスを

日本国内でバックアップする国内支援体制を検討する必要がある。
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第12章　提言

（１）記述のとおり「水問題」は、中国が抱える最も重要かつ深刻な課題である。

1998年の長江流域の大洪水、北部地方の極端な水不足、数千万人の人々が飲み水にも困

窮している状況などにかんがみ、中国政府も「水問題」は国家の最重要・最緊急課題である

ことをたびたび表明している。

したがって、「水問題」は我が国の中国に対する協力のなかでも、最優先されるべき分野

である。

（２）本来であれば、中国の水問題全体を精査・分析し、全体像を把握した後、課題ごとに全

体のなかでの位置づけ、優先度、相互の関連を考慮して、中・長期の対応策を作るべきであ

ろう。この計画作りに我が国は積極的に協力すべきである。

（３）「人材資源開発」は上記水問題全体を踏まえて計画、実施されるべきものであろう。しか

しながら、中国政府は近年の水問題に対する重要性と緊急性を踏まえて、1997年を「水利

人材開発年」とし、具体的な施策の１つとして人材資源開発センターを設置した。これは中

国政府が、「水問題」のなかでも「人材資源開発」を最重要課題であると認識しているとい

うことである。

　したがって、中国側の状況を考えると、当面は本要請案件に応えることが必要である。

（４）本件協力で最も重要なポイントは、「早期」に実施することである。

事前調査から実施まで１年以上かかることは先方の理解を得られないのみならず、対応の

遅さに対して不満不信が出てくることも心配される。このため、短期調査及び実施協議調査

の前倒し実施。

短期調査員のうち１人を１～２か月前に派遣し細部を先方と詰め、調査チーム帰国後15

日～１か月で残務整理を行うといった対応を考えるべきである。

（５）人間関係を大切にする中国側の対応を考え、事前調査から実施までできるだけ人を替え

ないことが望ましい。また、短期調査員派遣時までには、実施調査派遣時期（実施時期）を

明示する必要がある。
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資　　　　　料

１．事前調査関連の付属資料

（１）事前調査の協議議事録（ミニッツ）

（２）国内人材研修実施計画表（中国側作成資料）

（３）中日合作水利部人材資源開発センタープロジェクト事前調査事項についての説明

　  　（中国側作成資料）

２．中国水利事情にかかる参考資料

（１）中華人民共和国水法

（２）中華人民共和国防洪法

（３）中華人民共和国河道管理条例

（４）中華人民共和国水防条例

（５）蓄滞洪区安全与建設指導綱要

（６）「水資源の節約と保護は我が国の重大政策」水利部長（1999年３月30日付人民日報）

（７）「公共事業のずさんな資金管理」（1999年４月６日付人民日報）

（８）「1998年長江洪水から見た治水事業の問題点」の要約

　  　（「中国水利新聞」記者　李　健章氏）

（９）中国1998年大洪水（中華人民共和国水利部）
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